
現場代理人の常駐義務緩和の取扱いに係る事務処理フロー図
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作業・業務処理手順

契約室

落札業者決定

受注者 工事担当課

「現場代理人兼務届」（別記様式）を契約室に提出

現場説明書に現場代理人の兼務の対象工事であることを記載

入札・見積合せの執行

内容を確認のうえ、工事請負契約書締結
兼務状況の整理

既契約工事の担当課に通知
（既発注工事が上下水道局所管の工事の場合は、

上下水道局経営管理課に通知）

設計変更（増額変更）等により兼務の要件を満たさなくなったとき、
あるいは現場代理人が病気等のやむを得ない理由により職務を
遂行できなくなったときは、新たな現場代理人を選任のうえ、

「現場代理人及び主任技術者等選任通知書」を、
現場代理人を変更する工事を所管する工事担当課に提出

工事台帳の整理
兼務状況の整理

兼務に係る他方の工事担当課に通知
（他方の工事が上下水道局所管の工事の場合は、

上下水道局経営管理課に通知）

内容を確認のうえ、現場代理人の変更について
伺を起案し、契約室に合議


